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☆卒業式後の進路関係の予定  
間もなく、３年間の中学校生活が終わります。これまで同じ地域で生活し、 

ともに過ごしてきたみなさんですが、卒業後はそれぞれが選んだ道へ進み、 

新しい場所での生活が始まります。 
 
不安もあると思いますが、それ以上に、新しい生活への期待や希望も大き 

いことでしょう。 
 
これからは、自分で考え、自分で選んだ道を歩んでいくことになります。その一歩一歩を大切にしなが

ら、自らの道をしっかりと切り拓いていってください。 
 
明日の卒業式が、これまで支えてくださった方々への感謝と、これからの生活への前向きな気持ちが伝わ

る、立派なものになることを期待しています。 
 

日 曜 予定 

13日 金 卒業証書授与式 

17日 火 公立高校合格発表（生徒は入学意思確認のため、以下の時間に登校してください。） 

※入学意思確認書の記載内容から変更がある場合、保護者同伴での登校となります。 

①公立高校合格者は 10:00～11:00  ②公立高校不合格者は 12:00～13:00 

③公立高校自己推薦もしくは私立高校の単願･専願･推薦･自己推薦等で合格し、進路先が確定 

している生徒の登校の必要はありません。 

18日 水 公立高校追加合格の通知（高校から中学校へ連絡がきます） 

⇒追加合格者には中学校より各御家庭に連絡が行きます。保護者の方は、必ず連絡をとれるよ

うにしておいてください。なお、追加合格者の入学意思の確認及び高校への報告は９時半～

16時半までです。 

有朋高校出願受付締め切り（15:00まで） 

19日 木 ２次募集の発表（9時…各学校で。Web掲載は例年夜 22時あたり） 

23日 月 ２次募集の出願受付（～3/24まで） 

24日 火 ２次募集の出願受付締め切り（16:30まで） 

有朋高校（単位制）一般入学者選抜（作文・面接） 

27日 金 ２次募集合格発表・通知（出願者本人へ）→結果がわかり次第、学校まで連絡をください。 

30日 月 有朋高校合格発表（単位制）10:00～、有朋高校合格通知（通信制） 
 
公立高校２次募集について 

 公立高校の２次募集は必ずあるとは限りません。私立高校に合格している人で、入学手続きをしないで２

次募集を期待していても、募集がない場合があります。もしも２次募集がなかった場合、私立高校の入学手

続きをしていないと進学先がなくなってしまいます。また、２次募集があった場合でも、以下の条件に当て

はまる場合は、出願できません。ご注意ください。 

 ア：当初の入学者選抜において合格した者（合格者で入学しない旨の意思表示のあった者を含む。） 

 イ：推薦入学者選抜等において、面接を欠席した者または合格内定後、入学確約書を提出しなかった者 

  ウ：有朋高校(単位制・通信制)に出願する者。 
 
２次募集の出願手続と日程 

・募集人員の発表：３月 19日（木）9時～高校に掲示（事務室に行くと確認できます） 

   Web掲載は当日中に北海道教育委員会のページにアップされます。例年夜 22時付近です。 

・出願の手続き：３月 19日～24日の決められた時間に中学校へ登校し、出願書類の準備を行います。 

        ※事前に担任、進路担当と来校する時間を確認の上、本人・保護者でご来校ください。 



私立高校一般入学試験（二次募集）のお知らせ 

 以下の高校から二次募集のお知らせがきています。詳細は進路担当（木浪）までお問い合わせください。 

・苫小牧高専  ・旭川高専  ・山の手高校  ・新陽高校  ・トライ式高等学院 

 

◇◆ 学力検査の得点の開示について ◆◇ 

    学力検査の得点が知りたい人は、教えてもらうことができます。 

       ・開示の受付は、18日～26日（土日祝日を除く）、9:00～15:00 

    ・本人のみ開示してもらえます（受験票、生徒手帳で本人確認をされます。必ず持参してください） 

    ・受検校の高校の窓口でのみ開示してもらえる（電話での問い合わせはできません） 
 
  ※受検者の代理人(法定代理人または任意代理人)も情報提供を受けることができます。 

   ただし個人情報の保護に関する法律施行令(H15年政令第 507号)第 22条第 3項に掲げる書類 

   (戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類)により確認が必要になります。また、運転免許証 

等の本人確認書類により、代理人本人であることを確認する必要があります。 

 

●1年間発行してまいりました進路便りもこれで最終号です。お読みいただきありがとうございました● 

 


